
arrowheadのリニューアルに伴う業務規程等の一部改正について

２０１５年４月２０日

株式会社東京証券取引所

Ⅰ．趣旨

当社は、業務規程等の一部改正を行い、本年９月２４日から施行します（詳細につきまして

は、規則改正新旧対照表を御覧ください）。

今回の改正は、本年９月２４日を予定している株券等の立会取引に係る売買システムである

arrowheadのリニューアルに合わせて、呼値の単位の適正化フェーズⅢとしてフェーズⅠ・Ⅱで

新たに設けた細かい呼値の単位を一部見直すほか、複数の呼値による急激な価格変動を抑制す

るため連続約定気配の表示条件を追加するなど、業務規程等の一部改正を行うものです。

改正等の概要は、以下のとおりです。

Ⅱ．改正概要

１．呼値の単位の適正化（フェーズⅢ）

・ ＴＯＰＩＸ１００を構成する株券に係る呼値の単位について、

１株の値段が３，０００円を超え５，０００円以下の場合

は１円、３万円を超え５万円以下の場合は１０円、３０万

円を超え５０万円以下の場合は１００円、３００万円を超

え５００万円以下の場合は１，０００円、３，０００万円

を超え５、０００万円以下の場合は１万円に変更します。

・ その他の株券に係る呼値の単位については、見直しを行い

ません。

（備 考）

・ 業務規程第１４条

第３項第１号

２．連続約定気配の表示条件の追加

・ 複数の呼値による急激な価格変動においても、当取引所が必要

と認めるときは連続約定気配表示を行うものとします。

・ 当取引所が適当と認める時間内に複数の呼値により当取引所

が適当と認める値幅を超えて価格が変動する場合、連続約定気

配表示を行います。

・ 呼値に関する規則

第１１条第１項

Ⅲ．施行日

２０１５年９月２４日に施行します。

※ 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行

うことが適当でないと当社が認める場合には、２０１５年９月２４日以後の当社が定める日から施行し

ます。

以 上


